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は じ め に 
 

１ 計画の体系 

この計画は、交通安全対策基本法（昭和 45年法律第 110 号）に基づく、第 11 次名古屋市交通安全

計画（計画期間：令和 3年度から令和 7年度）の 4 年目の実施計画であり、名古屋市域内における陸

上交通の安全に関し、名古屋市、愛知県、愛知県警察、国の地方行政機関、交通事業者等が、令和 6

年度に実施する具体的な施策を取りまとめたものです。 

 

【計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の実施方針及び重点 

  第 11 次名古屋市交通安全計画では、昨今及び今後の経済社会情勢や交通情勢等を踏まえ、①高齢

者及び子どもの安全確保 ②歩行者及び自転車の安全確保 ③生活道路及び幹線道路における安全

確保 ④交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 ⑤交差点対策の推進 ⑥地域が一体となっ

た交通安全対策の推進 ⑦交通安全教育の推進 ⑧自転車の安全利用促進施策の推進 ⑨先端技術

の活用推進 の 9 つの視点を重視した対策に取り組んでまいります。 

令和 5年中の市内における交通事故死者数は前年より 4人増加の 34人、重傷者数は前年より 53 人

増加の 237 人と、第 11 次名古屋市交通安全計画の目標を達成するにはいたりませんでした。 

また、人身事故件数は 8,143 件と、依然として高い水準にあり、全国的に発生している子どもや高

齢運転者が当事者となる事故を防止し、より安心で安全な社会を実現させるためにも、交通事故その

ものの減少に一層積極的に取り組むことが求められます。 

  悲惨な交通事故を減少させるため、究極的には－交通事故のない社会－を目指し、関係機関、団体

等との緊密な連携と協力の下に具体的施策の推進に努めます。 
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令和 5年度名古屋市交通安全実施計画 

令和 3年度名古屋市交通安全実施計画 
【基本理念】 

～ 交通事故のない社会を目指して ～ 

  市民一人ひとりが「安心して安全に暮

らせるまち」を実現するためには、交

通安全の確保が重要である。 

  人命尊重の理念に基づき、また交通事

故がもたらす大きな社会的・経済的損

失をも勘案して、究極的には、交通事

故のない社会を目指す。 

【目標】 

  令和 7年までに、交通事故による年間

の24時間死者数を30人未満とするこ

とを目指す。 

  令和 7 年までに、年間の重傷者数を

140 人未満とすることを目指す。 
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令和 7年度名古屋市交通安全実施計画 

令和 6 年度名古屋市交通安全実施計画 


